
様式第二号の九 (第人条の四の六関係 )

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和6年 6月 6日

長崎県知事 殿

提出者

住 所

氏 名

長崎県長崎市若草町4番 32号エスポワール若草

大東建託株式会社 長崎 支店

支店長 水鳥川 雄士

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

095-840-0122電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第10項の規定に基づき、令和4年度の産業廃棄物

処理計画の実施状況を報告します。

事 業 場 の 名 称 大東建託株式会社 長崎 支店

事 業 場 の 所 在 地 長崎県長崎市若草町4番 32号エスポワール若草

事 業 の 種 類 D06総合工事業

産業廃棄物処理計画における
計   画   期   間

令和5年 4月 1日 から令和6年 3月 31日

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 目標値 項 目 目標値

オプF 出 里 0.Ot 全 処 理 委 託 量 0.Ot

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

Ot
優良認定処理業者への

処  理  委  託  量
#N/A

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

Ot
再 生 利 用 業 者 へ の
処 理  委  託  量

#N/A

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量

Ot 認 定熱 回収 業者 への
処 理  委  託  量

#N/A

自 ら 埋 立 処 分 又 は
海 洋 投 入 処 分 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

Ot
認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処  理  委  託  量
0.Ot

※事務処理欄

|

(日 本工業規格 A列 4番 )
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :建設汚泥 )

⑩

⑭

①

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

00

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら壇立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び 自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

有償物量

排出量

00

不要物等発生量

実績値

00

00

00

0_0

0.0

00

00

00

00

00

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

②再生利用業者への処理
委託量

③熱回収認定業者への処
理委託量

鬱烈 回収認 冠 栗者 以 外 の

熱 回収 を行 う業者 へ の処

理委 託 量

谷削
〕
酬
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :廃プラスチック )

⑭

実績値

4172

0_0

00

00

00

4172

少02

1920

00

00

項 目

①排出畳

②+⑥ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+◎ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

1920

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

00

直接及び 自ら

中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

00

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

417_2

有償物量

排出量

不要物等発生量

（導
〕
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :紙くず )

⑩

⑪

実績値

206

00

00

00

0^0

206

206

00

00

00

項 目

①排出量

②+⑥ 自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+◎ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

00

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

00

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した
後

0

④のうち熱回収
を行つた量

再生利用した量
自

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

0

排出量

206

有償物量

不要物等発生量

（消
〕
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :木くず )

⑭

⑪

実績値

9342

00

00

0_0

9342

5164

4178

00

00

項 目

①排出量

②+⑥ 自ら再生利用を
行つた量

⑥自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

417R

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

00

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

9342

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中問処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

再生利用した量
自

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

を行つた量

⑤

り停出量

9342

有償物量

不要物等発生量

（韻
〕
剛
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類:繊維くず )

⑩

①

実績値

28

00

00

00

00

2_8

ク R

00

00

00

項 目

①排出量

②+③自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+◎ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

④熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び 自ら

中間処理した後の

処理委託量

処理業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した

自ら中間処理によ

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

再生利用した量

0

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0

有償物量

J停 出量

28

不要物等発生量

（韻
］
剛
）



計画の実施状況 (産業廃葉物の種類 :金属くず )

⑩

⑭

⑩

実績値

510

00

00

00

00

510

35

47馬

00

00

項 目

①排出量

②キ③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+◎ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

475

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び 自ら

中間処理した後の
処理委託量

510

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中

自ら直接
再生利用した量

0

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

有償物量

排出量

1ヽ 0

不要物等発生量

（削
〕
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器ぐ )

⑭

①

実績値

1570

00

00

00

00

1570

00

00

00

0_0

項 目

①排出量

②+③自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+③ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

00

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら
中問処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

ら中間処理した後
再生利用した量

自

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

排出量

1570

有償物量

不要物等発生量

（鴻
〕
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :石膏ボード )

⑩

⑭

⑩

実績値

104.9

00

00

00

00

1049

〃7)

767

00

00

項 目

①JF出量

②+⑧ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+◎ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

③全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

767自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

有償物量

排出量

1049

不要物等発生量

（淋
〕
酬
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類:がれき類

⑩

⑭

実績値

5979

00

00

00

00

5979

00

00

00

00

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③十◎自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

00

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

00

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び 自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した
量

自ら中間処理によ

自ら中問処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

0

⑤

有償物量

排出量

5979

不要物等発生量

（韻
］
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :コンクリート破片 )

⑭

実績値

11911

00

00

00

00

1 191 1

4`ヽR9

7222

00

00

項 目

③J停 出量

②+⑥ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+③ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

ち熱回収認定

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

ら中間処理した後
再生利用した量

自

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

11911

有償物量

排出量

不要物等発生量

（淋
〕
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類:アスファルト破片 )

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

106R

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量1502

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した

0

自

自ら直接
再生型I用 した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

150_2

有償物量

排出量

不要物等発生量

実績値

1502

00

00

00

00

150)

440

1063

00

00

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

（淋
〕
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :【 石綿含有】ガラスくず、陶磁器くず   )

⑪

実績値

00

00

00

00

00

00

00

0,0

00

項 目

①排出量

②+⑥ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+◎ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

00

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

処理業者への
処理委託量

⑩のうち優良認定

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

処理によ自ら
り

自ら中間処理した
の残さ量

自ら直接
再生利用した量

又 はら

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

排出量

00

有償物量

不要物等発生量

（韻
〕
酬
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :【 石綿含有】廃プラスチック )

①

実績値

0_4

00

00

0,0

00

04

0,0

00

00

00

項 目

①排出量

②十①自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③十⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

②再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

00

⑩のうち熱回収認定

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した

自ら中間処理によ
り減量した量

再生利用した量

0

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

ら中間処理
した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

排出量

04

有償物量

不要物等発生量

（削
Ю
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :【 石綿含有】がれき類

⑩

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

00

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0_0

自ら中間処理した後
再生利用した量

00

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
の中間処理した後

処理委託量

自ら中間処理した

後の残さ量

ら中間処理によ
り減量した量

自

0

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行った量

再生利用した量
ら直接

⑤

有償物量

排出曇

200

不要物等発生量

実績値

200

00

00

00

00

200

00

00

0(】

00

項 目

①排出量

②十③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+③ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生¬j用 業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

（消
〕
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :【 石綿含有】紙くず )

⑭

実績値

00

00

00

00

`】

0

00

00

00

00

00

項 目

③排出量

②+③ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

⑥+◎ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

00

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
再生和〕用した量

00

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

有償物量

排出量

00

不要物等発生量

（韻
〕
日
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :混合 (安定型 ) )

⑩

①

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

00

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中問処理した後の

処理委託量

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への

自ら中間処理した後
再生利用した量

間処理によ自ら

自ら中間処理した
後の残さ量

④のうち熱回収
を行つた量

再生利用した量
ら直接

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

0

排出量

00

有償物量

不要物等発生量

実績値

00

00

00

00

00

00

0_0

00

00

00

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

（淋
〕
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :混合 (管理型) )

⑩

⑭

実績値

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

項 目

①排出量

②+⑥ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

③優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

00

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

00自ら中問処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

処理委託豊

⑩のうち優良認定
処理業者への

自ら中間処理した後
再生利用した量

00

自ら

量

問処理した

自ら中間処理によ
た量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

0

した量
又 は

有償物量

J停 出量

00

不要物等発生量

（削
〕
酬
）



計画の実施状況 (産業廃案物の種類 :水銀使用製品産業廃棄物 (蛍光管) )

①

実績値

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

項 目

①υF出量

②+③ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+◎ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への
理委託量

処

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

00

⑩のうち熱回収認定

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量 ´

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

00

有償物量

排出量

不要物等発生量

（韻
〕
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :廃石綿

実績値

00

00

00

00

00

00

0.0

00

00

00

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③十◎自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処
理委託量

④熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び 自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

又 は

0

⑤

υF出 量

00

有償物量

不要物等発生量

（削
〕
副
）

⑩

⑭



(第3面 )

考

１

２
　
３

備

翌年度の6月 30日 までに提出すること。

「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

「産業廃棄物処理計画における日標値」の欄には、項 目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

4 第2面 には、前年度の産業廃棄物処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の 量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の 量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の 量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の 量のうち、熱回収を行つた量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の 量から(6)の 量を差し引いた量

(8)①欄 (6)の 量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の 量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の 量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第6条のH第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の 量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)①欄 (10)の 量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の 量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への

焼却処理委託量

5 第2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

6 産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 ※欄には、何も記入しないこと。



産業廃棄物処理計画実施状況内訳
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発生量の目標

00
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′lヽ

′

′

′1ヽ

ヨ手

′Iヽ

州ヽ

サIヽ

′Iヽ

′Jヽ

′Iヽ

T百 日

【石綿含有】ガラスくず、コ
ンクリート〈ず及び陶磁器

くず

ガラス(ず、コンクリートく
ず及び陶磁器くず

石青ボード

がれき類

コンクリート破片

アスファルト・コンクリート
破片

犀 霊 物

汚 泥

廃プラスチック

紙くず

木くず

繊維くず

金属くず



86473

OC

00

00

OC

00

00

0(

OC

①直接委託及び
自己処理後委託

0コ

20C

00

00

00

00

00

00

00

00

⑫ 目己中間処埋

後 自己埋立処分

00

00

00

00

O ll

00

00

00

00

00

00

⑨自己中間処理
後再生和I用量

0.0

00

00

00

00

00
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産業廃棄物適正処理報告書

産業廃棄物の減量及び適正な処理を図るために長崎支店で講 じている取組について、次のとお り

報告 します。

1 事業場における事業の概要

ホームページURL httoプ /www kentaku co,p/

資本金又は資本金 29,060 百万円

全社員数 8,128名  (2023年 3月 末現在 ) 名

長崎支店社員数 名

長崎支店完工高 3,246 百万円

長崎支店事業内容

①アパー ト、マンション、貸層編、賃工場、賃冨庫、友ひ貧
事務所等の建設業務
②入居者斡旋等の不動産仲介業務、及び建物管理、並びに賃
管借契約管チ早等の不動産管理業務

長崎支店事業展望 賃貸住宅の分野でのシェア拡大

記入者所属 大東建託株式会社 長崎支店 工事課

記入者 課 長 村山 幸次 電話番号 095-840-0122

2 事業場における 廃 理の概要

産業廃棄物
※1の

分別品日と処理の方法

処理の方法分別品目

発生現場から分別作業を経て中間処理 (破砕)へ排出し、再生利用
を行っている。

コンクリートがら

発生現場から分別作業を経て中間処理 (破砕)へ排出し、道路材等
に再生利用を行っている。アスファルトがら

発生現場から分別作業を経て中間処理 (破砕)へ排出し再生利用を

行っている。
がれき類

埋立前に展開作業を行い埋立不可能物、再生利用物、有価物とに分

け、再生利用及び埋立処分を行っている。ガラス・陶磁器くず

埋立前に展開作業を行い埋立不可能物、再生利用物、有価物とに分

け、再生利用及び埋立処分を行っている。廃プラスチック類

埋立前に展開作業を行い埋立不可能物、再生利用物、有価物とに分

け、再生利用及び埋立処分を行っている。金属くず

脱水による中間処理後埋立処分されている。建設汚泥

中間処理 (破砕)後、再生古紙化し有償譲渡・再生利用を行ってい

る。紙くず

新築工事・解体工事共に中間処理 (破砕)へ排出し、チップ及びオ

ガ粉化し有償譲渡・サーマル再生利用を行っている。木くず

中間処理施設にて選別破砕処理後、再中間処理施設にて焼却処理、

管理型埋立処理を行つている。繊維くず

新築工事 。解体工事共に中間処理 (破砕)へ搬出し、紙及び廃石膏
に分ける。紙は、畜舎の敷材。廃石膏は、処分会社の処分場の覆土

材として再生利用を行っている。広域再生利用も促進。
廃石膏ボード

混合廃棄物廃棄物は、埋立前に展開作業を行い埋立不可能物、再生

利用物、有価物とに分け、埋立処分を行っている。混合

(日 本工業規格A列 4番 )



3 の 処理に係る に関 る

(1) の 理に係る の

(2)産業廃棄物の減量及び適正な処理に係る総括的な責任を担う組織の設置及び取組の状況

な を つ (以 「 い の

② 総括的組織が取り組んでいる事項
ア 社内における産業廃棄物の管理体制

■ 経営者層を含めた、産業廃棄物の減量及び適正処理に関する委員会等を設置している。

■ 産業廃棄物処理
※2の

委託先の選定・契約に関与する組織の間で、産業廃棄物処理について必要

な情報を共有している。

■ 産業廃棄物処理の履行状況の確認に電子マニフェス ト
※3を

導入している。

□ 産業廃棄物処理の履行状況の確認にGPSや ICタ グ等の ITを活用した産業廃棄物の追跡シ

ステムを導入している。

■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に関する手順書を策定している。

<策定している手順書に含まれている内容>
■ 適正な処理委託契約を行うための手順

■ 適正な分別や保管の手ll貢

■ 紙マニフェス ト
※4及

び電子マニフェス ト (以下 「マニフェス ト等」という。)の運用を

適正に行うための手順

□ 処理施設を設置している場合、施設での適正な処理を行うための手順

□ その他  (                               )
■ 事故発生時の連絡対応の体制を構築している。

■ 産業廃棄物の適正処理に係る内部監査の実施体制を構築している。

・ 産業廃棄物の減量及び適正処理に関する情報を外部発信するための体制を構築している。

・ 下請事業者等の関連事業者を含めた、減量及び適正処理確保のための体制を構築している。

□ 事業者自らが産業廃棄物の処理を行う施設を管理運営するための体制を構築している。

□ その他  (                                  )
イ 産業廃棄物の減量及び適正処理に関する社内のコミュニケーション

■ 各事業場の産業廃棄物の排出状況、分別状況、保管状況、処理実績を把握している。

■ 各事業場の産業廃棄物の処理に関する委託契約の締結状況を把握している。

■ 各事業場から排出される産業廃棄物の委託処理に関するマニフェス ト等の運用状況を把握して
いる。

<把握している内容>
■ 紙マニフェス トの交付状況及び電子マニフェス トの登録状況

■ 処理業者からの紙マニフェス ト (写)の送付状況

1

大東建託株式会社 安全品質管理部 環境指導課

■ マニフェス ト等の確認による、 の履行状況

A 4



の ニフェスト (写)の保存状況

(働

■ その他  (
■ 各事業場の産業廃棄物の委託処理に関する料金の支払状況を把握している。

■ 従業者の教育訓練を実施している。

■ 産業廃棄物の減量や適正な処理に関する計画やルールを各事業場に伝達している。

■ 産業廃棄物の適正処理に係る監査の指摘事項に関する改善を指示している。

□ その他  (

産業廃棄物管理責任者の役職及び役割

の

② 産業廃棄物管理責任者が取り組んでいる事項
■ 事業場の産業廃棄物排出状況・処理状況の実績を把握している。

■ 事業場の産業廃棄物処理に関する委託契約の締結状況を把握している。

■ 事業場から拶F出 される産業廃棄物の委託処理に関するマニフェス ト等の運用状況を把握してい

る。

<把握している内容>
■ 紙マニフェス トの交付状況及び電子マニフェス トの登録状況

■ 処理業者からの紙マニフェスト (写)の送付状況

■ マニフェス ト等の確認による、委託処理の履行状況

■ 紙マニフェス ト (写)の保存状況

□ その他  (                               )
■ 事業場の産業廃棄物の委託処理に関する料金の支払状況を把握している。

■ 事業場の産業廃棄物の減量及び適正処理に関する手順書を策定している。

<策定している手順書に含まれている内容>
■ 適正な処理委託契約を行うための手順

■ 適正な分別や保管の手順

■ マニフェス ト等の運用を適正に行うための手順

回 自ら処理を行うための施設を設置している場合、施設での適正な処理の手順

□ その他  (                              )
■ 事業場の従業者の教育訓練を実施している。

■ 産業廃棄物の減量や適正な処理に関する計画やルールを事業場に伝達している。

■ 産業廃棄物の適正処理に係る監査の指摘事項に関する改善を指示している。

□ その他  (                                   )

他)従 業者の教育訓練 の実施状況

① 全従業者を対象とした研修の内容
■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に関する経営上の方針について

■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に関する計画や日標について

■ 産業廃棄物の適正な分別、保管の徹底について

■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に関する各従業者の役割について

■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に関するルールについて

■ 廃棄物関係法令の概要について

■ 外部機関が行う、産業廃棄物の減量及び適正処理に関する研修を受講

□ その他  (                                  )
<従業者の研修受講頻度 :年 1回程度                     >

② 産業廃棄物管理責任者を対象とした研修の内容
■ 廃棄物関係法令について

■ 各事業場の特性に応じた分別の方法について

■ 事業場の従業者の教育について

)

大東建託株式会社 長崎支店 課 長

(日 本工業規格A列 4番 )



行っている他事業場の排出現場の 取

■ 処理委託先の施設の視察を行い、その処理に見合った分別を再確認

■ 外部機関が行う、産業廃棄物の減量及び適正処理に関する研修を受講

□ その他  (                                  )
<産業廃棄物管理責任者の研修受講頻度 :                   >

③ 教育訓練用テキストの作成状況
■ 社外で作成されたテキス トを活用している。

■ 全従業者を対象とした教育訓練用のテキス トを作成している。

■ 産業廃棄物管理責任者を対象とした教育訓練用のテキス トを作成している。

□ その他  (                                  )

④ 教育訓練の効果促進に向けた取組
■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に係る取組に関して提案募集制度を導入している。

■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に係る取組事例の発表会を開催している。

■ 産業廃棄物の減量及び適正処理に係る優れた取組に対 して、社内表彰制度を導入している。

□ その他  (                                  )

(5)産業廃棄物処理 に係る監査の実施状況

① 産業廃棄物処理に関する内部監査の監査項目
■ 処理委託契約書の内容に関する事項

■ マニフェス ト等の運用に関する事項

■ 産業廃棄物の分別状況

■ 産業廃棄物の保管状況

□ 産業廃棄物の減量や適正な処理に関する計画等の達成状況

口 自ら処理を行う場合の処理状況

□ その他  (                                 )
<内部監査 の実施頻度 年 1回程度                       >

② 産業廃棄物処理に関する外部監査の頻度       (頻 度 :        )

4 関連事業者に対する産業廃棄物の減量及び適正な処理の普及、支援等の取組
① 子会社を含めた取組

口 子会社を有していない。

■ 産業廃棄物の適正な処理に関する情報を共有している。

■ 子会社も含めた研修や勉強会を実施している。     (頻 度 : 年 1回程度   )
□ その他  (                                  )

② 下請事業者を含めた取組
□ 工事に下請事業者が入ることは無い。
■ 当該工事の下請事業者に産業廃棄物処理を委託する場合、工事契約とは別に処理委託契約を締

結している。

■ 当該工事の下請事業者に産業廃棄物処理を委託する場合、産業廃棄物の処理費用は工事費とは

別に設定している。

■ 下請事業者のマニフェス ト等の運用状況を確認している。

■ 産業廃棄物の適正な処理に関する情報を共有している。

■ 下請事業者も含めた研修や勉強会を実施している。   (頻 度 : 年 1回程度   )
□ その他  (                                 )

③ 建設資材等の納入事業者を含めた取組
□ 納入事業者が入ることは無い。

■ 納入時の荷姿や梱包を簡素化している。

■ 納入事業者も含めた研修や勉強会を実施している。   (頻 度 : 年 1回程度   )
□ その他  (                                  )

(日 本工業規格A列 4



5 産業廃棄物の る る取組

□ 産業廃棄物の減量及び適正処理に係る経営上の方針

<公表方法>
□ 現場での掲示   ■ ホームページヘの掲載    □ 環境報告書への掲載

□ その他  (                              )
回 産業廃棄物の排出状況・処理状況

<公表方法>
□ 現場での掲示   ■ ホームページヘの掲載    □ 環境報告書への掲載

口 その他  (                              )
□ 資源化の実績

<公表方法>
□ 現場での掲示   ロ ホームページヘの掲載    □ 環境報告書への掲載

□ その他  (                              )
□ 再生資源の利用状況の実績

<公表方法>
□ 現場での掲示   ロ ホームページヘの掲載    □ 環境報告書への掲載

□ その他  (                              )
□ 自ら処理を行 う場合の、処理施設か ら生じる環境汚染物質等の測定値

<公表方法>
□ 現場での掲示   ロ ホームページヘの掲載    □ 環境報告書への掲載

□ その他  (                              )
□ その他  (                                )

<公表方法>
□ 現場での掲示   ロ ホームページヘの掲載    □ 環境報告書への掲載

□ その他  (                              )
□ その他  (                                )

<公表方法>
□ 現場での掲示   ロ ホームページヘの掲載    □ 環境報告書への掲載

□ その他  (                              )
□ その他  (

<公表方法>
□ 現場での掲示   ロ ホームベージヘの掲載    □ 環境報告書への掲載

□ その他  (                              )

6 処理を委託 した産業廃棄物の適正な処理を確保するための取組

(1)産業廃棄物の処理の委託先を選定するときに確認している事項

① 収集運搬業者を選定するときに確認している事項
■ 自社との過去の契約実績を確認している。
■ 複数の収集運搬業者の料金を比較している。
■ 許可証の内容を確認している。

<確認内容>
■ 許可の期限    ■ 許可品目     ■ 積込み場所と運搬先の許可の有無

■ 積替え保管の有無
口 その他  (                            )

■ 委託する産業廃棄物の品目の収集運搬実績を確認している。

□ 処理業者団体に照会している。
■ 収集運搬業者選定のためのチェックリストを作成して活用している。

イこ

(日 本 A列 4番 )



②

■ 積替え保管を伴う場 とこヤよ、 え を現地確認している。

<確認内容>
■ 実際に保管されている産業廃棄物の種類

■ 保管量

■ 飛散や流出の防止対策

■ 廃棄物処理法で記載と備付けが義務付けられている帳簿の内容

□ その他  (                               )
□ 従業者の教育訓練の実施状況を確認している。

□ 車両事故等の緊急時における対応方法を確認している。

□ 財務状況を確認している。

■ 電子マニフェス トの導入状況を確認している。
□ GPSや ICタ グ等の ITを活用した産業廃棄物の追跡システムの導入状況を確認している。

□ その他  (                                   )
処分

※5業
者を選定するときに確認している事項

■ 自社との過去の契約実績を確認している。

■ 複数の処分業者の料金を比較している。

■ 許可証の内容を確認している。

<確認内容>
■ 詐可の期限     ■ 許可品日      ■ 処理方法      ■ 処理能力

□ その他  (                               )
■ 委託する産業廃棄物の品目の処分方法や処分実績を確認している。

□ 処理業者団体に照会している。

■ 処分業者選定のためのチェックリス トを作成して活用している。

□ 都内での処分を委託する場合は、都の報告・公表制度の内容を参考にしている。

<参考にしている内容>
回 事業概要      □ 報告期間末の施設の現況    □ 処理の実績

□ その他  (                               )
■ 処分業者の施設を現地確認している。

<確認内容>
■ 処理されている産業廃棄物の品目      ■ 処理方法

■ 処理前、処理後の産業廃棄物の保管量    ■ 飛散や流出の防止対策

■ 廃棄物処理法で記載と備付けが義務付けられている帳簿の内容

□ その他  (                               )
■ 従業者の教育訓練の実施状況を確認している。

■ 中間処理を委託する場合、中間処理後の残さの処分先 (最終処分場等)を現地で確認してい

る。

<確認内容>
■ 搬入されている産業廃棄物の種類      ■ 最終処分場の残存容量

■ 廃棄物処理法で記載と備付けが義務付けられている帳簿の内容

□ その他  (                               )
■ 危機管理体制を確認している。

■ 環境保全への取組状況を確認している。

□ 財務状況を確認している。

■ 電子マニフェス トの導入状況を確認している。

□ GPSや ICタ グ等の ITを活用した産業廃棄物の追跡システムの導入状況を確認している。

□ その他  (                                   )

産業廃棄物の処理の過程において当該産業廃棄物に関して確認している事項

■ 収集運搬業者に引き渡す際に従業者が立ち会っている。

■ 収集運搬業者に引き渡す際に産業廃棄物の種類を再確認している。

■ 収集運搬業者に引き渡す際に産業廃棄物の数量を再確認している。

(跡

6
の ヤゝ

日 工業規格A列 4番 )



□ GPS ICタ グ等の ITを活用して 理 の を している。

■ すべてのマニフェスト等と契約書の内容を突合して、委託の履行状況を再確認している。

□ その他  (                                  )

(3)産業廃棄物処理に係る費用の支払方法

■ 収集運搬業者、処分業者に個別に支払っている。

<支払時期>
(収集運搬業者への支払時期 )

□ 収集運搬業者に引き渡す時点      ■ 運搬の終了を確認後

□ 処分委託先での処分の終了を確認後   □ 最終処分の終了を確認後

□ その他  (                            )
(処分業者への支払時期 )

□ 処分委託先での処分の終了を確認後   ■ 最終処分の終了を確認後

□ その他  (                            )
□ 処分業者に一括 して支払っている。

<支払時期>
□ 運搬の終了を確認後            □ 委託処分先での処分の終了を確認後

□ 最終処分の終了を確認後

□ その他  (                               )
回 収集運搬業者に一括 して支払っている。

<支払時期>
□ 収集運搬業者に引き渡す時点      □ 運搬の終了を確認後

□ 処分委託先での処分の終了を確認後   □ 最終処分の終了を確認後

□ その他  (                            )

但)委 託先が産業廃棄物の適正な処理を行い得る状態が維持されているか確認 している事項

■ 許可内容の変更の有無を確認している。

(確認頻度                             )
■ 行政処分の状況を確認 している。

(確認頻度                             )
■ 委託先と意見交換を実施 している。

(確認頻度                             )
■ 委託先が都の報告 。公表制度の対象となる事業者である場合には、公表内容を確認 し

ている。

(確認頻度                             )
■ 委託先の処分業者の施設を定期的に現地確認 している。

(確認頻度                             )
■ 中間処理を委託 している場合は、中間処理後の残さの処分先施設を定期的に現地確認

している。

(確認頻度
□ その他  (

(確認頻度

7 産業廃棄物の処理に伴う環境への負荷を低減するための取組

■ 〕F出抑制の目標を設定している。
国 資源化目標を設定している。
□ 建設資材等の発注及び使用を計画的に行っている。

□ 再使用、マテリアルリサイクル、サーマルリサイクルの優先順位に配慮した処理方法を選択

している。

□ 自ら設置する処理施設から生じる環境汚染物質等の定期的測定と改善を行っている。

ロ ライフサイクルアセスメント (LCA)手 法を導入している。

□ その他  (                                 )

)

)

)

(日 A列 4番 )



8 廃棄物の再生状況

■ 古紙

■ 石膏ボード

■ 木 くず

■ 廃プラ

■ コンクリがら

※ 1

※ 2

※ 3

※ 4

※ 5

※ 6

⇒  資源化率 (100%)

⇒  資源化率 ( 99%)

⇒  資源化率 (100%)

⇒  資源化率 ( 51%)

⇒  資源化率 (100%)

=資源化量/発生量 × 100】
(1 事業場における産業廃棄物処
理の概要による)

(1 事業場における産業廃棄物処
理の概要による)

(1 事業場における産業廃棄物処
理の概要による)

(1 事業場における産業廃棄物処
理の概要による)

(1 事業場における産業廃棄物処
理の概要による)

【資源化率 (%)

資源化内容

資源化内容

資源化内容

資源化内容

資源化内容

9 再生資源の利用状況
□ 溶融スラグ (直接利用)   ■ コンクリー トニ次製品 (溶融スラグを用いた物)

■ 再生過熱アスファル ト混合物 (溶融スラグを用いた物)    ロ エコセヌント

□ 建設泥土から再生処理した処理土  □ 土工用水砕スラグ      ■ 再生骨材

□ 再生過熱アスファルト混合物  □ 高炉スラグ骨材       ロ フエロニッケルスラグ材

□ 銅スラグ材         □鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物  □ 鉄鋼スラグ混入路盤材

□ 高炉セメント        ロ フライアッシュセメント   ■ ノヽ―ティクルボー ド

■ 再生木質ボー ド
□ その他  (                                 )

(                                )
(                                )

10 その他の

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下 「廃棄物処理法」 という。)第 2条第 4項に規定する産業廃棄物

及び同第 2条第 5項に規定する特別管理産業廃棄物を指す。

収集運搬、中間処理、最終処分を指す。

廃棄物処理法第 12条 の 5に規定する、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運

搬及び処分が終了した旨を情報処理センターに報告する仕組みを指す。

廃棄物処理法第 12条 の 3第 1項に規定する産業廃棄物管理票を指す。本様式においては 「紙マニフェス ト」

という。

中間処理、最終処分を指す。

廃棄物処理法施行令第 6条第 1項第 1号イ及び同第 6条の 5第 1項第 1号 に規定する表示を指す。

1, 2に る男ll

日 工業規格A列 4番 )



1

廃棄物の発生抑制、減量化、循環利用 (再使用・再生利用)、 適正処理
の推進、計画的な廃棄物の管理運営を行う上で必要な事項を検討する。

・全社的な廃棄物処理方針の策定
・廃棄物処理に関する各種事項の決定

廃棄物の発生抑制、減量化、循環利用 (再使用・再生利用)、

の推進、計画的な廃棄物の管理運営を行う上で必要な事項を
。支店における廃棄物処理方針の策定
。廃棄物処理に関する各種事項の決定

適正処理
検討する。

1)廃棄物処理
(1)法令の遵守等
●産業廃棄物の適正処理を確保するため、関連する法令、その他の規則を遵守するととも

に、行政の環境施策に協力する。
(2)排 出事業者の処理責任
●産業廃棄物の処理責任が自らにあることを十分に認識するとともに、廃棄物処理法や循

環型社会形成推進基本法、建設リサイクル法等の関係法令に関する趣旨を作業員に対し
ても周知することにより、産業廃棄物に関する主体的取り組みを促進する。

●産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合であっても、収集運搬から最終処分に至る
までマニフェス トにより確認し、適正に管理する。 (H18年 10月 より電子マニフェスト
にて運用)

0下請業者の廃棄物の排出は元請業者が排出事業者となることから、排出事業者として処
理責任を果たす。

(3)目 標の設定
0発生量の抑制、減量化、循環利用の推進、最終処分量の削減について、数値目標及びそ

の達成期間を定め実施する。
0これら処理に関する目標及び計画は、定期的に必要な見直しを行う。

更 ご (責任者 )

人大 東 諄 訴 株 式 会 社 長 崎  支 后 担 当者

本 社

支店 (責任者 )

・産業廃棄物管理票の交付、管理
・監督官庁への各種報告
・産廃協力業者に対する教育、指導
・委託契約の締結、契約書の管理
・ 子 の仙 関係 す る事 距

役

　

割

支店 (担当者 )

(日 本工業規格A列 4番 )



2

(4)廃棄物処理の取 り組み
●廃棄物の処理について次に掲げる事項を実施し、また協力会社にも必要な指導を行う。

① :発生抑制 (※ 1)
・設計及び施工段階において廃棄物の発生抑制を考慮した工法、資材等を採用する。

② :循環利用 (※ 2)(再使用 (※ 3)、 再生利用 (※ 4)、 熱回収 (※ 5))
。現場内で資材を繰り返し利用する。
・廃棄物の分別を徹底し、再生利用を推進する。
・建設リサイクル法及びその基本方釧こ基づき分別解体を実施し、建設資材の再資源化を

図ることにより埋立処分量の削減を図る。

③ :その他
・処理内容を確認し、処理業者と適正な委託契約を締結する。

(※ 1)

(※ 2)
(※ 3)

(※ 4)
(※ 5)

原材料等の効率的な利用等により、産業廃棄物の発生を抑制すること。

発生した産業廃棄物を再使用、再生利用及び熱回収すること。

発生した産業廃棄物のうち有用なものをそのまま使用したり、他の製品や部品として

使用すること。

発生した産業廃棄物を中間処理して再生し、原材料として利用すること。

発生した産業廃棄物をそのまま燃焼し、熱エネルギーとして回収すること。

(5)教育・研修等
●発生する廃棄物の種類、発生状況、処理方法、処理に関する留意事項を整理し、作業員等

に定期的に教育、研修等を行う。

(6)情報公開
●廃棄物処理に関する信頼性を確保するため、廃棄物の発生や処理状況について情報の公開

に努める。

2)環境全般
『環境と調和』を重要な課題の一つとして捉え、環境の継続的な改善を推進する。

①環境関連の法令及び会社が定める規定等を遵守し、環境の改善に努める。

②当支店の環境に関連する対策として、次のことを推進する。
●環境汚染防止と資源の有効利用を目指し、産業廃棄物の削減と再生利用を推進する。
●建築にあたっては、主要資材や建築物が廃棄物になった場合の環境への影響に配慮する。

③環境、安全に関する啓発活動を積極的に行ない、各従業員の環境意識の高揚を図るとともに

情報公開などにより地域住民の理解を深めるように努める。

,



様式第二号の九 (第八条の四の六関係)

(第 1面 )

提出者

住 所 長崎県西海市崎戸町蛎浦郷151マ番地3

氏 名 ダイヤソルト株式会れ-0ァ ェ場

工場長 迎 俊則 |

(法人にあっては、名称汲か 1`ヽ ゑ`なの氏名)

電話番号   0959-35-2345

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 5年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

長崎県知事 大石 賢吾 殿

令和  6年  6月  25日

ダイヤソルト株式会社 崎戸工場事 業 場 の 名 称

長崎県西海市崎戸町蛎浦郷1517番地3事 業 場 の 所 在 地

事 業 の 種 類 化学工業 (塩・化成品製造業)

産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間
令和5年4月 1日 令和6年 3月 31日

21595,00t0100t

21580,61t0.00t

0,00t′ 0,00t

0,00を136.25t

項 目

産 業 廃 物 の 量

全 処 理 委 託 量

目標値

2,6了 6.1l t

目標値

2,813,05t

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目

排   出   量

自ら再生利用を行う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら熱 回 収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により城量する

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら埋 立 処 分 又 は

海洋投入処分 を行 う

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

…66127

※事務処理欄

(日 本産業規格 A列 4番)



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : )

実績値項 目

①排出量

②+① 自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量 した量

③+③ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

②再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

①のうち熱回収認定
の

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑭

自ら中間処理 した後

再生利用 した量

③

自ら中間処理 した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

⑨

直接及び 自ら

中間処理 した後の

処理委託量

⑩

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

①

さの

自ら中間処理 した

し

自ら中間処理によ

自ら直接

②

自ら直接埋立処分又は

③

し

自ら中間処理

④

④のうち熱回収

⑤

有 償 物 量

排  出  量

①

不要物等発生量

（消
］
酬
）

I  Ⅲ    l 十i 「      I     i



(第 3面 )

備考

1

2

3

翌年度の6月 30日 までに提出すること。

「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

「産業廃棄物処理計画における日標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した日標値を記入すること。

第 2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、 (1)か ら(10

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

は)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

偲)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

他)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

脩)⑤欄 但)の量のうち、熱回収を行った量

(D⑥欄 自ら中間処理をした後の量

仔)⑦欄 他)の量から皓)の量を差し引いた量

(勧 ③欄 6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

0)⑨欄 皓)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(19⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(H)①欄 (1い の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第 6条のH第 2号に該当する者)への処理委託量

(1跡 ⑫欄 (1い の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(1彿 ⑬欄 (1い の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(1り ⑭欄 (1働 の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

第 2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第 2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

※欄は記入しないこと。

4

5

6

7



異施状 況の ( 産業廃棄物の種類 : 燃え殻 )

0

実績値

264671

0

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

項 目

①排出量

②
自
+③
ら再生利用を行つた量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

一①

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

⑥

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ

り減量した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

有償物量

排出量

2646.7¶
①

不要物等

（
第

２
面

）



の計 ( 産業廃棄物の種類 : 廃プラスチック類  )

実績値

7561

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

○熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

一⑭

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

⑥

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

有償物量

75.61

排出量

不要物等発生量

（
第

２
面

）



兄の ( 産業廃棄物の種類 : がれき類 )

実績値

2141

0

0

i:此!Ii工と争F

項 目

○排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理

委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

①

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

有償物量

21.41

排出量

不要物等発生量

（
第

２
面

）



記の (産業廃棄物の種類 : ガラスB陶器暦類  )

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理によ

り減量した量

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

2.24

排出量

①

有償物量

不要物等発生量

実績値

224

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量 ´

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



祀の (産業廃棄物の種類:  保温材 )

実績値

137

0

0

0

1麹鵜 換|

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理

委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

1.37

排出量

①

不要物等発生量

（
第

２
面

）



計画 の : (産業廃棄物の種類:  スレート(石綿含有廃棄物 )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

⑥

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ

り減量した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

有償物量

排出量

1.63①

不要物等発生

実績値

163

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



兄の (産業廃棄物の種類: 木くず )

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑫

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

① l
鰤!錦

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

25.96

排出量

不要物等発生量

実績値

2596

0

0

0

i離亀と章静等

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

○熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類 : 蛍光灯 )

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

0.069①

不要物等発生量

実績値

0069

0

0

0

I逮愁患と鋒鎮逸蟄中

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



祀の (産業廃棄物の種類 : 紙くず )

①のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

①

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

19.41

排出量

不要物等発生量

実績値

1941

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 混廃 (紙・プラロ繊維くず等))

実績値

1831

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

⑥

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量排出量

18.31
①

有償物量

不要物等発生量



計画の ; (産業廃棄物の種類 : 特管汚泥日廃酸   )

実績値

035

0

0

0

■停

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

③全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

一①

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

⑦

自ら中間処理によ
り減量した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

⑫

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

有償物量

排出量

0.35①

不要物等発生量

（
第

２
面

）



計 画 の
~夫

施 状 況 (産業廃棄物の種類 : PCB汚染物 )

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

①

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

排出量

0.5
①

有償物量

不要物等発生量

実績値

05

0

0

0

項 目

①排出量

②+⑤
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

○熱回収認定業者への処理
委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



施状 況の (産業廃棄物の種類 : 廃乾電池 )

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ

り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

排出量

0.13①

有償物量

不要物等発生量

実績値

013

0

0

0

:縞重韻類|

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



 

 

様式第二号の九(第八条の四の六関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

令和６年６月２８日 

 

長崎県知事 大石賢吾 殿 

 

提出者                   

           住 所 長崎県雲仙市小浜町南本町7番地22           

氏 名  宅 島 建 設 株 式 会 社 

                               代表取締役 宅 島 寿 孝                

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

 

電話番号 ０９５７-７５－０２２２               

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第 10項の規定に基づき、令和５年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。 

事 業 場 の 名 称   宅島建設株式会社 

事 業 場 の 所 在 地   長崎県雲仙市小浜町南本町７番地２２ 

事 業 の 種 類   ０６ 総合工事業 

産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間 
  令和５年４月１日から令和６年３月３１日 

産業廃棄物処理計画における目標値 

 

項目 目標値 項目 目標値 

排 出 量 ７，５３０ｔ 全 処 理 委 託 量 ７，５３０ｔ 

自ら再生利用を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 
０ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
１，１００ｔ 

自ら熱回収を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 
０ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
  ６，４３０ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産 業 廃 棄 物 の 量 
０ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
―ｔ 

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 

０ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

―ｔ 

※事務処理欄   

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 
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②
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又
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⑫
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へ
の

処
理

委
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量



 

 

(第３面) 

備考 

１ 翌年度の6月30日までに提出すること。 

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

３ 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。 

４ 第２面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。 

(1) ①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量 

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量 

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量 

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量 

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量 

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。 

 ６ 産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 



（ がれき類 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

⑩全処理委託量 4,619.7

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

123.5

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0.0

⑫再生利用業者への処理
委託量

4,522.0

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

0.0

⑤自ら熱回収を行った量 0.0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0.0

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0

項目 実績値

①排出量 4,619.7

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0.0

4,619.7

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

123.5

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

4,522.0

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.0

0.0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0.0 0.0 0.0

④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量

0.0 0.0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

4,619.7 0.0

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量 （

第
２
面
）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0.0 0.0

排出量



（ ガラス・コンクリート・陶磁器くず ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面
）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0.0 0.0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

129.8 0.0
⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 129.8 0.0 0.0 0.0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0.0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0.0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0.0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0.0 0.0 0.0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 129.8 129.8

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

31.2 0.0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0.0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0.0

31.2
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0.0



（ 汚泥 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面
）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0.0 0.0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

40.3 0.0
⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 40.3 0.0 0.0 0.0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0.0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0.0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0.0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0.0 0.0 0.0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 40.3 40.3

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0.0 0.0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0.0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0.0

0.0
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0.0



（ 木くず ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面
）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0.0 0.0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

1,079.6 0.0
⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

1,079.6
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 1,079.6 0.0 0.0 0.0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0.0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0.0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0.0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0.0 0.0 0.0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 1,079.6 1,079.6

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0.0 0.0

⑫再生利用業者への処理
委託量

1,079.6 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0.0

0.0
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0.0



（ 混合物 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

⑫再生利用業者への処理
委託量

0.0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0.0

26.1
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0.0

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 419.4 419.4

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

26.1 0.0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0.0 0.0 0.0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0

0.0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0.0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0.0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0.0

項目 実績値
自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 419.4 0.0 0.0

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

419.4 0.0
⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0

（
第
２
面
）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0.0 0.0

排出量



（ 紙くず ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面
）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0.0 0.0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

269.2 0.0
⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

269.2
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 269.2 0.0 0.0 0.0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0.0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0.0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0.0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0.0 0.0 0.0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 269.2 269.2

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0.0 0.0

⑫再生利用業者への処理
委託量

269.2 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0.0

0.0
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0.0



（ 金属くず ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面
）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0.0 0.0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

84.6 0.0
⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

84.6
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 84.6 0.0 0.0 0.0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0.0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0.0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0.0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0.0 0.0 0.0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 84.6 84.6

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0.0 0.0

⑫再生利用業者への処理
委託量

84.6 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0.0

0.0
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0.0



（ 繊維くず ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面
）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0.0 0.0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

2.6 0.0
⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 2.6 0.0 0.0 0.0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0.0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0.0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0.0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0.0 0.0 0.0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 2.6 2.6

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0.8 0.0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0.0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0.0

0.8
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0.0



（ 廃プラスチック類 ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面
）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0.0 0.0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

396.9 0.0
⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.0
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 396.9 0.0 0.0 0.0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0.0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0.0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0.0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0.0 0.0 0.0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0.0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 396.9 396.9

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

4.4 0.0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0.0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0.0

4.4
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0.0
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